
改定の視点 
地方公共団体における 
情報セキュリティ監査に関する 
ガイドライン（平成22年版） 

「地方公共団体における情報セキュリティ監査に関するガイド
ライン」は、「地方公共団体における情報セキュリティポリシー
に関するガイドライン」と基本的に整合性がとられています。 
したがって、今年度の情報セキュリティポリシーガイドラインの
改定内容が、監査ガイドラインの主な改定内容となります。 
但し、監査手順等に関しては、国際規格（ISO19011）の改定
が実施されているため、監査ガイドラインも準じる予定です。 Page 1 
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凡例 

情報セキュリティ監査に関するガイドラインの改定について 

（第１章） 総則 
 

（第２章） 監査手順 
 

（第３章） 監査項目 
 

（付録）  
 
・監査業務委託仕様書 
・監査業務委託契約書 
 

今年度の 
情報セキュリティ 
ポリシーガイドライン
の改定内容 

資料２－２ 

ISO19011（マネジメ
ントシステム監査の
ための指針）の 
最新版の改定内容 



（参考）国際規格ISO19011（マネジメント監査のための指針）の改定動向 

ISO19011:2003->ISO19011:2011の主な改正点 
1.第一者監査(内部監査)と第二者監査（サプライヤー監査）に焦点を合わせた。 
2.対象が、全てのマネジメントシステムの監査に拡大された。 
3.監査に関わるリスクの概念が導入された。 
(1) 監査プログラムに関わるリスク 
(2) 監査活動に関わるリスク  

4.リモート監査が導入された。 
・ 監査方法として、情報通信技術を活用した「リモート監査（遠隔地監査）」が追加された。 

5.力量の決定及び評価プロセスが明確にされた。 
(1) 監査プログラムの管理者の力量 
(2) 監査員の力量についての考え方 
(3) 監査員としての望ましい資質 

6.監査の原則に「機密保持」が追加された。 
7.トップマネジメントの役割が明確になった。 
8.監査プログラムの管理者と監査チームリーダーの役割分担が明確になった。 
9.監査実施中の文書レビューの明確化 
10.監査所見に「優れた実践事例」が追加された。 
11.用語の定義 
                             (赤字は、監査ガイドラインに影響する項目） 
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